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第２回小林市・野尻町合併協議会次第 
 

１ 開  会 

２ 会長あいさつ 

３ 議事 

① 報告事項 

報告第 ９号 第１回小林市・野尻町合併協議会以降の経過について 

 

② 協議事項 

協議第１６号 前協議会で確認済みの合併協定項目について 

協議第１７号 保健・医療関係（医療）について 

協議第１８号 新市基本計画（素案）について 

 

③ 確認事項  

第３回小林市・野尻町合併協議会について 

小林市・野尻町合併協議会合併協定書調印式について 

第４回小林市・野尻町合併協議会について 
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(小林市・野尻町合併協議会委員) 

１．会 長  小林市長 堀 泰一郎    １４．委 員  高岩 都津子 

２．副会長 野尻町長 長瀬 道大    １５．〃     龍神 豊美 

３．委 員  中屋敷 慶次           １６．〃     坂下 実千代 

４．〃     小畠 利春           １７．〃     淵上 貞継 

５．〃     西道 紀一         １８．〃     楠元 千恵子 

６．〃     久保田 恭弘       １９．〃     福本 誠作 

７．〃     首藤 美也子            ２０．〃     杉元 豊人 

８．〃     松元 朝則              ２１．〃     坂下 春則 

９．〃     永野 本助              ２２．〃     見越 南州男 

１０．〃     山田 福雄              ２３．〃     楠元 フタミ 

１１．〃     種子田 與市            ２４．〃     古川 幸男 

１２．〃     西岡 長成              ２５．〃     竹山 昭徳 

１３．〃     下別府 明               

 

（ 顧 問 ） 

宮崎県市町村合併支援室長            宮崎県西諸県農林振興局長 

坂本 義広                           後藤田 悦男 

 

（ 幹 事 ） 

小林市       末元 三夫              野尻町       吉田 哲幸 

肥後 正弘                           内村 明生 

殿所多美雄                          谷元 弘朗 

南﨑淳一郎                          大谷 幸一 

久米 勝彦 

 

（ 事務局 ） 

事務局長     倉園 凡生              事務局次長   谷川 浩二 

事務局員     鶴水 義広        事務局員   税所 將晃 

 〃       野口 健史                 〃     西園 孝信 

 〃     柴内 敏彦         〃     田島 聡 

 〃     楠元いず美          〃     篠原 修治 

 

（ 欠席者 ） 

委 員     坂本 新平 
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午後１時３０分開会 

 

 皆さんこんにちは。ご案内いたしました時間となりました。本日は合併協議会

にご出席いただき、ありがとうございます。 

 私は本日の進行役を務めさせていただきます調整グループの税所と申します。

よろしくお願いいたします。 

 会議に先立ちまして、皆様にお願いをいたします。携帯電話をお持ちの方は、

電源をお切りになるか、マナーモードにしていただきますようお願いいたしま

す。また、傍聴の皆様は、傍聴規程に基づき、お静かに傍聴くださいますようお

願いいたします。 

 まず、本日の会議につきましては、２４名の委員の皆様がご出席でございま

す。したがいまして、小林市・野尻町合併協議会規約第１０条の規定によりまし

て、会議の定足数に達しておりますので、本会議は成立しておりますことを前も

ってご報告申し上げます。 

 それでは、最初に、本協議会の会長であります堀小林市長にごあいさつをお願

いいたします。 

 皆さんこんにちは。本日、第２回の小林市・野尻町の合併協議会の開催に当た

りまして、一言ごあいさつを申し上げますが、委員や顧問の先生方におきまして

は、年末のご多忙の折にもかかわりませず、ご出席を賜りまして厚くお礼を申し

上げます。 

 また、本日は、野尻町の皆様方にも、たくさんの傍聴をいただいておりまし

て、合併への関心の高さを伺い知ることができました。感謝を申し上げる次第で

あります。 

 さて、第１回協議会では、合併の方式、合併の期日、新市の名称など、いわゆ

る基本的協定項目と新市の基本計画策定、電算システム統合の基本方針等につき

まして、委員の皆様方のご理解、ご協力のもと、すべて原案のとおり確認がなさ

れたところであります。 

 本日は、１市２町の協議会において、既に確認済みとなっております協定項目

や、新市基本計画素案等につきまして、ご協議をお願いする訳でありますけど

も、第１回協議会でご確認いただいておりますとおり、原則として、１市２町で

調整が終了しております方針を踏まえまして、協議を進めていくことになります

ので、ご理解のほどお願い申し上げます。 

 日程的には、非常に厳しい訳でありますが、いずれの項目につきましても、住

民生活に密接にかかわる大変重要なものであります。新市の将来を見据えたまち

づくりができますように、委員の皆様方の熱心なご協議によりまして、よりよい

形にまとめ上げていくことが肝要であるというふうに考えております。 

 本日は、広範囲にわたりまして、集中的な協議をお願いすることになります

が、委員の皆様方には、忌憚のないご意見をいただきますようにお願いを申し上

げまして、あいさつにさせていただきます。ありがとうございました。 

 それでは、議事に入る前に、議長選出となっていますが、協議会規約第１０条

によりまして、会長が会議の議長となると定められておりますので、これから会

長の方で議事進行について、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、規約によりまして、しばらくの間、私が議事を進めさせていただき

ます。ご協力をよろしくお願いを申し上げます。 

 まず、協議会会議運営規程に基づきまして、今回は、小林市の龍神豊美委員さ

んと野尻町の古川幸男委員さんに会議録署名をお願いをいたします。 

 協議に先立って、お諮りしたいと思いますが、会議の傍聴につきまして、傍聴

規程では、本協議会は、原則公開ということになっております。それにつきまし

てご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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 それでは、ご異議なしと認めます。本日は、公開ということにさせていただき

たいと思います。 

 早速、協議に入らせていただきますが、まず報告事項の報告第９号、第１回小

林市・野尻町合併協議会以降の経過について、事務局長より、その報告を願いま

す。事務局長。 

 それでは、協議会資料の２ページをお開きください。報告第９号第１回小林

市・野尻町合併協議会以降の経過について。 

 第１回小林市・野尻町合併協議会以降の経過について、別紙のとおり報告す

る。別紙と申しますのが、次ページの３ページでございます。１２月１４日に、

第１回の小林市・野尻町合併協議会を開催し、１２月１６日に、第２回の首長

会・幹事会合同会議を開催したところでございます。 

 以上です。 

 ただいま報告第９号につきまして報告をいたしましたが、事務局の説明に対し

まして、何かご意見、ご質疑はありませんか？ 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご意見、ご質疑もないようでありますので、報告はお聞きのとおりご理解いた

だきたいと思います。 

 次に、協議事項に入らせていただきます。次に、協議第１６号でありますが、

前の協議会で確認済みの合併協定項目について、議題といたします。 

 お諮りいたしますが、この協議済みの合併協議項目につきましては、前の協議

会で確認された項目を、各専門部会で小林市と野尻町に置きかえて、検討、調整

したものでありますので、説明は調整方針を変更した項目についてのみ行うこと

にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

ご異議なしと認めます。それでは、そのように取り扱わせていただきます。 

まず、協定項目番号の第６番、議会議員の定数及び任期の取扱いについて、これ

を事務局の説明を願います。 

提案説明の前に、資料の訂正を申し訳ないですけども、お願いいたします。資料

ページの２９ページでございます。よろしいでしょうか。２９ページの表がござ

いますが、上から３欄目、特例による議員の数というところで、野尻町５人、野

尻町、野尻町の人口とありまして、その下の※印で、この場合、合併後の小林市

議会の定数は３５人となるとなってますけども、これは２９名でございます。

２４名プラス５名ということで、そしてその下の括弧の計算式も、（２４人＋

１１人）となってますけども、ここも５人で、合計の２９人となります。申し訳

ありませんけども、訂正をお願いします。 

 一番下の定数のところもでございます。２６人でございます。上限定数が

３０人となっておりますけども、ここも上限定数が２６人でございます。 

 それでは、協定項目といたしまして、資料ページの６ページをお開きくださ

い。協定項目番号６番、議会議員の定数及び任期の取扱い、第７回（平成２０年

９月２５日）提案・確認の分でございますが、ここの網掛け部分のところでござ

います。これが前回の協議会での調整の内容を修正したところでございます。修

正内容といたしましては、一番右端の適用欄のところで、調整内容中、「高原町

の区域に関する定数等」を削除し、新市の定数を２９人とするというふうにし

て、修正してございます。 

 以上です。 

 説明は、今お聞きのとおりでありますが、何かこの議会議員の定数及び任期の

取扱いについて、何かご意見、ご質疑はありませんか？どうぞ、見越さん。 

 堀市長さん並びに小林の議員の皆様にお願いを申し上げたいことがございま

す。今もご説明がありましたが、前回の合併協議会におきまして、小林市と野尻

町では、合併協定項目のすべてにおいて、１００％合意をいたしておるところで
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ございますが、今回の法定合併協議会設置に関する確認書の第１の１について

は、もとより承知の上で、尊重しなければなりません。したがって、ここで再び

持ち出すのは、甚だ心苦しいのでございますが、そこは、ものは相談ということ

もありますので、舞台が１市１町に大きく変わったこともあわせてお取り計らい

くださいますよう、よろしくお願いを申し上げたいと思います。 

 それでは、結論から申し上げますと、議員の在任特例を認めていただきますよ

うお願いをしたいのです。それに区長の任期についても、須木との兼ね合いもあ

り、住民から延長の声がありますが、これにつきましては、地域自治区が設置さ

れますので、住民自治の強化や行政と住民との協働の推進など、住民の多様な意

見が十分に反映されますことを期待しまして、そちらに委ねたいと思う訳でござ

います。 

 さて、在任特例でございますが、３つの理由がございます。まず、一つは、私

は合併座談会に２会場に参加をした訳でございますが、そこで感じましたこと

は、合併に対する反対の声は、全くありませんでしたが、合併に対する大きな期

待と、反面、未知に対する一抹の不安があるという雰囲気を肌で感じた訳でござ

います。 

 この不安は、当然、解消に努めなければならない重要課題だと思っておりま

す。合併は合併の日がゴールではなく、スタートであります。合併後の新小林市

のまちづくりこそが最も重要でありますことは、申すまでもございませんが、そ

のため、やはり、一、二年は基礎固めあるいは地ならしが必要かと思います。 

 次に、２つ目でございますが、議場の収容確保の問題ですが、１市１町の合併

では、議員の総数３４名でございますから、十分対応できること。さらに、財源

問題については、定数、在任の両特例を比較しても、ほとんど変わらないという

ことであります。 

 それから、３つ目でございますが、ソフトバンクの孫正義社長の言葉を引用さ

せていただきます。「迷ったら長い先を見ろ」と言っている訳でございますが、

それはどういうことかと申し上げますと、目先の判断は、時代の空気に惑わされ

るが、長期的には、必ず理論的な結論に達するということであります。要する

に、それを誤ると、最も大事なものを失うことになるということでございます。 

 合併は百年の大計などと申しますが、やはり、５０年とか１００年という長い

スパンで考えるべきではないかと思います。ちなみに、在任特例の場合、１３カ

月の延長になりますが、１００年は１,２００カ月、いわば１,２００分の１３、

すなわち９２分の１であります。１３カ月は、あっと言う間に過ぎると思ってお

ります。 

 また、合併を結婚に例えたりしますが、そう言う意味では、小林市と野尻町は

３回目の見合いということになります。合併問題は、恐らく今回が最後のチャン

スではないかと思います。合併に関する両市町の住民意識は、もう成熟期にある

と思っている訳でございます。結婚が嫌でだだをこねているのではありません。

野尻町の大方の町民は、身も心も真っさらでお嫁に行きたい。そして一日も早く

小林市の色に染めてほしいと望んでいます。合併調印式は、和気あいあいの中で

迎えられたら良いなと思っておるところでございます。 

 以上のことから、何とぞ寛大なご高配を賜りますようお願いを申し上げる次第

でございます。よろしくお願いいたします。 

 今お聞きのご意見に対して、何かほかのご意見ありますか？どうぞ。古川さ

ん。 

 野尻は６名の区長さんがいらっしゃいますが、今、見越さんから発言がありま

したように、私も６名の方々から、在任期間をどうしても認めていただきたいと

言う町民の声があるということを聞いております。ぜひお願いを申し上げたい。 

 また、先ほどの１市２町の協議会では既に決定していることでございますけれ

ども、大変申し訳ないことでございますけども、自治区長さんのこともさること
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ながら、ぜひ議員の在任期間を認めていただきたい。このようなことを申し上げ

ておきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 ほかにありませんか？──何回も申し上げておりますが、１市２町で協議が整

っておりますことを基本にということで、ご理解を賜っておるのですが、お二人

のご意見につきましては、野尻町民の総体の声として、私どももお聞きしたいと

思いますけれども、小林市には、やはり小林市のいろんな考え方もございます。

したがいまして、この場で結論を出すと言うのは、なかなか難しゅうございます

から、このことにつきましては、私ども、小林市の場合は、持ち帰らせていただ

いて、いろいろ小林市の中で協議をいたしまして、来る１月８日の第３回の会議

で、小林市からの回答をあわせまして、調整方針の最終確認をさせていただきた

いというふうに思いますので、今日は持ち帰らせていただくことでご理解を賜り

たいと。野尻町さん宛てにお願いをいたします。よろしゅうございますか。──

それでは、これに関しまして、資料を新しいのをお配りしたいと思いますので、

５分ほど休憩をさせていただきます。 

午後１時４８分休憩～午後１時５０分再開 

 休憩前に引き続き会議を開かせていただきます。この資料につきましては、前

回の時も、いろいろ在任特例にするか、定数特例にするかというふうなことで、

いろいろ問題になった中で、財政的な影響についてということで、この資料はあ

る程度検討した訳でありますが、改めまして、ここで１市１町の場合には、こう

なるということで、ご説明を申し上げたいと思います。事務局より説明してくだ

さい。 

 まず、お手元に２枚資料が届いていると思いますけども、１枚目が、トータル

の費用、これは前回の協議会では、まだ職員の待遇とか、そういうのが決まって

ません状態で、確認をし合ったというところがございますので、実際のところ、

実績で出してくれと言う声もあったんですけれども、出せないということで、国

の基準の比較で行っておりました。ただ、今回は、もう職員の処遇も既に決まっ

ておりますので、手当等についても、選挙関係ですけども、実績額で算出してお

ります。 

 そして、前回の場合は、在任と定数の場合の比較をした時に、定数の方が、条

件によりますけども、安かったというので、定数特例を適用するということに確

認されたところでございますけども、今回、この１ページの実績額、これはいろ

いろ条件がございますけども、総コストということで考えていただきますと、一

番上の４欄が定数特例、これは当然選挙と言う洗礼を受けてこられますので、報

酬は小林市の条例を適用。そして、その下の在任特例で、報酬が小林市条例適用

の場合、それとその下が在任特例で、報酬が現行市町条例適用というので分かれ

ております。そして、議員数です。これにいたしましても、前回の場合は、人口

５万人を超えましたので、法定上限の議員数というのが３０名と、それから検討

していただきまして、２６人以内という数字を出していただいておるところでご

ざいます。 

 ただ、今回は残念ながら、わずかではありますけど、５万人を切ります。です

から、ここの法定上限数というのが、２６名になります。それぞれこれが

２６人、２４人、２２人の場合と、ちょっと刻み目は粗いのですけども、それぞ

れの人件費、そして増員選挙、一般選挙の費用を算出してございます。 

 そして、一番右端の欄に比較欄というのがございまして、それぞれどのぐらい

のコスト削減の効果があるかというので、数値が算出してございます。 

 定数特例と、提案のまま行くのであれば、もうその分は提案で完了しますの

で、この場合は、在任特例の場合は、何をしなくちゃいけないかというのが、次

の２ページ目の資料でございます。在任特例を適用した場合ということで、１番

目として、野尻町の議会の議員については、市町村の合併の特例等に関する法律

（平成１６年法律第５９号）第９条第１項第２号の規定を適用し、小林市議会議
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員の残任期間に限り在任するものとする。 

 ２として、合併後の最初の一般選挙は、市町村の合併の特例等に関する法律の

特例を適用せず、小林市議会の議員の条例定数で行うものとし、選挙区は設置し

ないものとする。 

 ３といたしまして、在任特例適用後の議会議員の定数については、何人とす

る。ここもご検討いただかなくてはいけないところとなってまいります。 

 そして、４番目といたしまして、在任特例期間中の野尻町議会の議員の報酬に

ついては、現行の野尻町の報酬額（２０万円）とすると、こういうつくりになり

ます。 

 以上です。 

 今、説明をいたしましたが、特に２枚目のところです。十分ご覧いただきたい

とは思いますけれども、小林市の場合には、これを中心に検討をさせていただく

ことになろうと思います。野尻町の皆さん方が、最初、今日出した話と違うじゃ

ないかということが、その時出るかもしれませんので、今申し上げておきたいの

ですが、１から４まで、特に在任期間は残任期間に限りと、これはご理解いただ

けると思うのですが、合併後の最初の一般選挙は、市町村の合併の特例に関する

法律の特例を適用せず、現在の小林市議会の議員の条例定数によって行うものと

するということで、小林市は今、２４でございます。しかし、この数が果たして

どうかなということは、これから検討はいたしますけれども、現在は２４である

ということをご理解いただきたいというふうに思います。 

 それと、選挙区は設置しないというのは、小林市選挙区、野尻選挙区という、

そういう選挙区は設置いたしません。一般で、小林市の選挙としてやりますの

で、野尻町が何人、小林市が何人というようなことは、協議は対象にならないと

思いますので、そのようにご理解を賜りたいというふうに思います。 

 在任特例後の議員の定数でありますが、これはまだ、私どもも何人が良いかと

いうようなことはわかりませんけれども、大体、財政的にも、人数的にも、これ

でいいんじゃないかというようなことを、次にはご提案申し上げたいと思いま

す。 

 それと、報酬でありますが、これは現在の報酬をそのまま１年間は踏襲してい

ただくということで、これは小林市側の要望が少し強いかもしれませんが、その

ように考えておるところであります。これだけは、協議前でありますけれども、

私は持ち帰りまして、委員会あるいは議会等とも協議をしながら、決めてまいり

たいと思いますので、この点だけご理解を賜りたいと、最初に申し上げておきた

いと思います。よろしゅうございますか？小林市側では何かありませんか。どう

ぞ。小畠さん。 

 小林市の小畠です。今回の合併については、前回の確認事項を基本とするとい

うふうに謳われておりますが、１０項目ぐらい確認事項があったんですが、この

中の１番目に、それが謳われているんですけれども、対応方針調整の修正につい

ては、極めて必要性の高いものというところが謳われておりますが、今、議員定

数が出てきたんですけれども、こうなりますと、ここが覆されていくんではない

かと心配をしております。初めて聞いたことですので。我々も、前回の時にも、

区長制度とこの議員の定数については、非常に侃侃諤諤（かんかんがくがく）し

て、小林市が歩み寄って、区長制度を設けることで決定したような気がしており

ます。 

 その中で、今そういった在任特例が出てきた訳ですけれども、これに至る経緯

が３つほど、先ほど出ましたが、それは当然のことであって、議員の定数だけで

なくして、住民は不安を抱えながらであろうと思いますけれども、なぜ議員の在

任だけが浮かび上がってきたのか、ちょっと私も今のところ、理解に苦しんでお

ります。 

 我々も持ち帰って、議会でも議論をしなくてはなりませんので、もう少し、も
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うちょっと詳しく、なぜここに至ったのかというのを、例えば議会サイドでもい

いですが、代表として聞かせていただくとありがたいですけど。 

 どうぞ。杉元さん。 

 野尻の杉元です。ただいま小畠さんの方から、議会の方の考えがあればという

ことで、質問的な意見が出た訳ですが、私たち、前回も在任の要望をした訳で

す。それに至っては、その委員会の中で十分協議した内容だったと思っておりま

す。 

 しかしながら、やはり合併を前提としたまちづくりを進めるためには、あくま

でも議員みずからが協議に参加して、本来のまちづくりをすべきであるというこ

とで、定数特例と、小林市さんの考えを示しながら、前回の協議を続けた経緯が

あります。 

 今回、うちのお二方の委員さんから、在任の要望が出ましたが、私たち議員と

いたしまして、いろんな角度から合併に対しまして協議を重ねてまいりました。

そういった中で、本来、協議すべき内容を、私たち議員は、財政問題だけが先に

走っておったんじゃないかなというふうに考えております。今回、高原町さんが

協議を抜けられて、１市１町で協議を続けておる訳ですが、先ほど見越委員さん

の方からも言われましたとおり、野尻町の町民が合併に対しての不安は何がある

かというと、わからない訳です。まちの姿が。私たち議員そのものは、本当のま

ちづくり、今後の財政基盤の強化、合併することによって、財政基盤の強化を図

ろうといった形のまちづくりを進めてきました。 

 しかし、私たちが忘れてはいけないのは、まず地域のまちづくり、それにはや

はり地域審議会を設けて、今後のまちづくりを進めなければならないと思ってお

ります。そのためには、やはりその地域の代表である議員が、短い期間ですけれ

ども、一緒になって、新市において、本当のまちづくりをすべきじゃないかな

と。本当のまちづくりをするためには、やはり地域の意見を吸い上げた当初のま

ちづくりが必要であろうというふうに考えておりますので、そういった小林新市

においての全体のまちづくりに対して、ご理解をいただきたいというふうに思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 ほかにありませんか？松元さん。 

 基本的には、持ち帰りということで、会長おっしゃっているので、持ち帰って

議論ということになると思うんですけども、今、小畠委員からも質問があったよ

うに、１０月まで営々と議論を重ねてきたんです。いろいろ議論しました。私は

そのところは、まずもってお互いにきちんと踏まえるということが大事かなと思

うんです。 

 今、杉元さん、財政問題だけが先走ったみたいことをおっしゃったんだけど

も、そもそも合併と言うのは、お互いにこの国の事情等も含めて、かなりお互い

に厳しい状況に追い込まれています。一時的には、何らかの手当があったりしま

すけども、基本的には、ずっと右肩下がりで国の歳出抑制策の中で、特に我々地

方の場合は、特に農村の地方の場合は、すごい痛手を被っている訳です。三位一

体改革の例の３兆円の問題でも、ふたを開けてみれば、結局、財政基盤のこの脆

弱な我々にとっては、あのことが地方六団体どんどん意見を上げて、地方分権だ

と言ってきた。税源移譲だと、税源移譲はされたんだけれども、何のことはな

い、むしろ逆の結果を招いてきていると。そういうことなんです。 

 そこで、国はどんどん合併を促進させようと。一方ではいろいろなことをやっ

てきたんですけれども、やっぱり私は財政問題抜きにしては語れないと思ってい

るんです。２回、３回、いろいろ協議をされたけれども、不調に終わって、今新

たなテーブルについて、こういう合併しましょうと言っている訳です。私はそれ

こそ、それぞれの決意と言うものが、きちんとした決意と言うものがないと、今

までの議論は何だったのかと、私は逆に問い返したくなる訳です。 

 率直な気持ちだけ言っておきますけれども、編入でも結構ですから、合併させ
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てくださいとこうおっしゃっていた訳です。そこのところは一体何なんですかと

いうことを問いかけだけはしておきたいなと思うんです。 

 高原町が、結局だめです、病院問題で言われたんだけども、正直、西諸の医療

体制と言う問題について言えば、一向に問題は解決していないんです。私はそう

いう意味でいえば、お互いにもっともっと広い見地に立って議論というのが最後

になってできなかった医療体制の問題とすれば、それも残念なんですけど、そう

いうことやらいろいろ考える時、しっかりとした、まさに見越さんがおっしゃっ

たように、百年の大計に立っている見方をしなくちゃいけないと思うんです。 

 そしてもう一つ、私は強調しておきたいのは、新市基本計画の中のアンケート

もありました。私たちは、もちろん議員の定数をどうするかというのも、大きな

議論の一つでありましたけれども、もう１点は何かと言うと、今、地方分権がど

んどん進む中で、やっぱり自治と言うのは、執行権を持っている首長、この団体

自治、そして一方では、チェック機関である議会、もう一つは、地方自治法に一

番最初に出てきてます住民なんです。ここが主体のまちづくりと言うのは、私は

しっかりつくり上げていかないと、ここが今見越さんがおっしゃっている百年の

大計だと思っているんです。ここがともすれば、案外と軽視されてきたんではな

いのかなと、お互いにそういうところは共通している部分があるのではないか

と。住民が今共同参画、この時代なんです。したがって自治区が大事なんです。

自治区をどんなふうにつくっていけばいいのか。どういう地区別のまちづくりを

していけばいいのかということを随分私は議論したと思っています。住民が思っ

ている懸念とか不安と言うものは、私はまさしくそういうところだろうと。 

 これまではどっちかというと、団体自治のところで、陳情とかそう言う形で住

民は執行権者の方にいろいろ意見を上げてきて、ある程度、自分たちの地域のこ

とを解決をしていくと言う形態でしたけども、それじゃなくて、もっと、さっき

言いました執行権、それから議会、住民、ここは三位一体となってのまちづくり

をどうつくっていくのかというのが、私はこれから私たちに与えられた使命だろ

うと思います。そこをしないと、合併の意味がないと、私はそんなふうに思って

いるんです。 

 そういうところをしっかりとまず基本を押さえながら、議論をしていかない

と、あれこれの問題で少し譲歩していただけませんかとか、そういう議論になっ

てしまう。私はそれは余り良くないんじゃないかなということを意見だけ述べさ

せていただきます。 

 ほかにありませんか？小畠さん。 

もう１点だけ、すっきりした形で合併を望んではおるんですが、今、ちまたで

は、野尻町の議会でも反対の方がおられて、住民投票までしようかとか、あるい

は小林の財政状況は悪いのになぜするのかとか、そういったチラシ等も流れて動

いていらっしゃる方がいらっしゃいます。その辺の議会としての野尻町の一致と

いうのはできないものなのか、我々の議会でもそこを心配して、そういう人たち

と在任、もしするとすれば、一緒に仕事をしなければならないというのがあるん

です。そこら辺が、地方議会として、そういった方々もすっきりした形でこの合

併に臨めないのかどうか、そういうことも小林市議会の議員も心配している人も

いらっしゃいますので、お含みおきをしていただきたいなというふうに思ってお

ります。 

 お答えが要りますか？何かお聞きになりたい。 

 あれば。 

 ありますか？何か。特に議会関係の方のほうが話しやすいかもしれません。こ

こで言っていただくだけでいいです。なければ。よろしいですか。そういう懸念

といいますか、心配している小林市議会の議員もいるということをひとつご理解

をいただきたいというふうに思います。 

 淵上さん。 



- 8 - 

淵上委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

総務部会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

企画財政部会 

 

 

 

 野尻の淵上です。ただいま小畠委員さんの方からおっしゃいました議会のそう

いった、うちの方は、常々この合併については、一枚岩ではないということは申

していたところですけれども、今後、１市１町になってからの、そういった動き

もただいま指摘されたようなこともあった訳ですけれども、今後、こういった会

が進む中においては、いろいろこの会議の協議内容も十分熟知し、された中で、

私はある程度、そのあたりも理解をされてくるんじゃないかなと思いますし、ま

た私議長としても、その辺も十分、もし在任の場合には、そういったことで一緒

になって新しいまちをつくっていかなければならないということで、微力ではあ

りますけれども、そういったことは十分踏まえた中で、努力をしていくつもりで

すので、そのあたりも十分ご理解のほどをお願い申し上げておきたいと思いま

す。 

 以上です。 

 ありがとうございます。ほかにありませんか。──それでは、ご意見も尽きた

ようでありますので、最初にお諮りしましたとおりなんですが、改めて、正式に

お諮りいたします。協定項目番号第６番、議会議員の定数及び任期の取扱いにつ

きましては、継続協議として、次回に協議確認することとしてご異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認めます。したがいまして、協議第１６号のうちの協定項目番号

の第６番につきましては、次の協議会までに持ち帰らせていただくように決定を

いたします。 

 それでは、次に、協定項目の８番であります。地方税の取扱いについて、総務

部会の説明を願います。 

 それでは、協定項目第８番、地方税の取扱いについて説明をさせていただきま

す。６ページをお開きを願いたいと思います。 

 ここの８番のところに、地方税の取扱い、第６回（平成２０年８月２８日）に

提案・確認というところがございますが、１番、２番、３番とございまして、

２番のところをご説明をいたします。 

 法人市町村民税でございますが、これにつきましては、一番右側の方に書いて

ございますけれども、調整内容中に高原町の法人税割の税率に関する内容があっ

た訳でございますけれども、これを削除すると言う形でございます。高原町さん

におかれましては、法人税割が１２.３％となっておりました。小林市と野尻町に

おきましては、１４.７％で、同じ税率でございますので、調整としましては、そ

のまま現行の新市に引き継ぐと。高原町の部分を除いた部分を引き継ぐんだとい

うような調整に変更したいということでございます。 

 それから、３番でございますが、固定資産でございます。これにつきまして

も、一番右側の方に、摘要のところに書いてありますが、調整内容中の「各市

町」を削除すると。納期と縦覧期間につきましては、小林、高原、野尻すべてが

違っておりました。今回は、小林市と野尻町の合併でございますので、各市町と

いうものを相違があるというふうに変更しようというものでございます。２つで

の合併ということで、文言を若干変えるということでございます。 

 以上でございます。 

 ただいま、説明をお聞きのとおりでありますが、この地方税の取扱いについて

は、何かご意見、ご質疑はありませんか。ありませんか。──それでは、次に、

協定項目の番号の１５番であります。一部事務組合の取扱いについてを、企画財

政部会の説明を願います。 

 それでは、１５番の一部事務組合の取扱いについて説明をさせていただきま

す。資料ページは９ページでございます。 

 ここに１番から６番まで挙げておりますが、まず１番目が西諸広域行政事務組

合、２番目が小林野尻高原衛生事業事務組合、それから３番目が霧島美化セン
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ター事務組合、そして４番目が宮崎県市町村総合事務組合及び宮崎県自治会館管

理組合、そして５番目が宮崎県後期高齢者医療広域連合、それから６番が野尻町

の土地開発公社でございますが、これにつきましては、内容等が変わったのでは

なくて、摘要の方を見ていただければわかると思いますけれども、一番右の方で

すが、構成団体が、合併の枠組みが変わってきたということで、それによる変更

であるということでございます。それが１番から４番まで。そして、５番と６番

は、高原町を削除するというような変更で、内容が変わったということではなく

て、構成団体の変更による変更であるということでございます。 

 以上でございます。 

 ご質問等につきましては、この項目がたくさんありますので、一番最後に

１６号に関しまして、一括してご質問をお受けしたいと思います。したがいまし

て、次に、一部事務組合につきましては、終わりまして、協定項目の番号の

１６番、使用料、手数料の取扱いについてを企画財政部会の説明を願います。 

 それでは、１６番の使用料、手数料の取扱いでございますが、１０ページに記

載されてある訳ですけれども、これは、全体的な事項でございまして、ここでは

変更はございません。この中の一部で、現況調書の方で若干変更が出てきた訳で

ございますが、これがインデックスが振ってありますところの１６使用料、手数

料というのがございますけれども、その中のページ数でいきますと、２２ページ

でございます。 

 ここの一番下の欄に、道路運送車両法に基づきます臨時運行許可申請というの

がございまして、小林市の方は７５０円、野尻町は該当がないということで挙げ

ておる訳ですが、これの変更対応方針、それの次のページです。２３ページ、上

の方ですけれども、これは前回は小林市の制度に統一するということになってお

った訳ですが、これが現行のまま新市に引き継ぐということになりました。 

 これは、臨時通行許可申請は、野尻町で出すということになっておった訳です

が、現行のまま、新市に引き継ぐと、小林市の方で発行するということでござい

ます。 

 １６番については以上でございます。 

 それでは、協定項目の第１８番、補助金、交付金等の取扱いについてを、説明

してください。企画財政部会。 

 これも、全体的な方針としては変わってない訳ですが、やはりこれも個別で変

更が出てまいっております。これもインデックスの１８補助金、交付金という現

況調書をちょっと見ていただきたいのですが、ここのページでいきますと

１４ページでございます。ここに上水道、簡易水道以外の水道施設等の補助とい

うことで、それぞれ小林市、野尻町を挙げておる訳でございますが、補助実績の

ところを見てもらうとわかるんですが、小林市は、ここ５年間、１件もございま

せん。補助実績がない訳でございます。野尻町は１５年、１７年、１８年という

ふうに出てまいっております。そういうことをかんがみまして、野尻町の制度を

基本とするということにいたしました。 

 合併後、ゼロ年を目処に統合するよう調整するということでございますが、対

応方針としましては、野尻町の制度を基本とすると。 

 野尻町の基本とした場合に、補助額のところを見ていただくと、共同施設につ

いては、事業費の３割以内、それから個人施設については地震等風水害による被

災時には２割以内という補助額が設けてあるんですが、限度額がないというよう

なことで、この野尻町の制度を基本とする訳でございますが、ここに補助額とし

て２００万円の限度を設けさせていただきたいということで、対応方針としてご

提案を申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

 次に、協定項目２３番、介護保険事業の取扱いについてを説明してください。

厚生部会。 
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 それでは、厚生部会の久米です。ご説明を申し上げます。１３ページをお開き

ください。資料の１３ページです。 

 介護保険につきましては、第４期介護保険事業期間、これが２１年から２３年

までの３年の事業計画を作るようになっておりますが、２１年度は、野尻町、小

林市、それぞれ別々につくり、２２、２３は合併した形で作るという方針を出し

ておりますので、１番目につきましては、前回では調整するというふうに書いて

おりましたけれども、統一するというふうに文言を変えさせていただいて、調整

内容だけを変えております。 

 それと、４番目の地域支援事業でございますが、これは先ほど説明しました第

４期介護保険事業計画に基づいて、実施いたしますので、前回の協定では３年を

目処にということでございましたけれども、合併時に統合するということで、修

正をいたしております。 

 それから、５番目の地域包括支援センター、これにつきましては、高原町さん

が直営ということでございまして、現在、小林市と野尻町の合併の中では、どち

らも委託方式をしているということで、現行のまま新市に引き継ぐということ

で、調整方針を変更いたしております。 

 以上です。 

 それでは、続きまして、協定項目の２５の５番、高齢者福祉関係についてを説

明してください。厚生部会から。 

 同じく高齢者福祉関係をご説明申し上げます。ページは資料の１６ページにな

ります。 

 この中で、調整が変わったのが、６番目のシルバー人材センターに関する事項

でございます。これにつきましては、小林市の制度等に統一する方向で調整する

というふうに確認をいただいておりましたが、今回、小林市の制度に統一すると

いうことでは、今、野尻町さんのご要望といたしまして、野尻町にもシルバー人

材センターの支所なりの設置をお願いしたいということでございまして、これは

あくまでも外郭団体でございますので、合併の中の方針として、決めるのは難し

いということで、シルバー人材センターにつきましては、各市に一つしか設置で

きませんので、統一する方向で調整するというふうに文言を変えさせていただき

ました。 

 それから、１０番目でございますが、これは敬老関係事業でございまして、米

寿、喜寿の祝いは、高原町さんだけが実施しておりましたので、この部分につい

ては、削除いたしました。 

 以上です。 

 ありがとうございます。 

 次に、協定項目番号２５の６番、障がい者福祉関係についてを説明してくださ

い。 

 同じく１６ページの一番下にあります２５の６の障がい者福祉関係でございま

す。 

 これにつきましては、２番目の障がい者福祉関係につきまして、平成２０年度

を２１年度に変更させていただきました。これは、障がい者福祉計画は、障害者

自立支援法に基づきまして策定するように義務づけられておるのですが、今改定

の時期を迎えております。それで、国及び県の方針がまだ出ていないということ

で、２０年度につきましては、暫定版を作って、２１、２２で方針を出しなさい

というふうな県の方からの指示が来ていましたので、２０年度を２１年度の第

２期計画策定時にというふうな文言を変えております。 

 以上です。 

 それでは、次に協定項目番号２５の７番、児童福祉関係についてを説明してく

ださい。 

 １７ページになります。枠が真ん中になりますけども、児童福祉関係の２番で
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ございます。 

 これは、保育所入所負担金でございまして、前回の確認では２４年度に統一す

るということでございますけれども、野尻町さんと小林市での負担率が大分違っ

て、小林市の方が高いということで、その格差を是正する期間を、野尻町さんと

の確認により、１年延ばして、２５年度までに調整をするというふうに変更いた

しました。 

 以上です。 

 それでは次に、協定項目番号２５の１０番、生活環境関係についてを説明して

ください。 

 同じく１９ページになります。生活環境関係でございます。 

 これにつきましては、収集方式・収集方法は、当面現行どおりとし、合併後

１年を目処に調整するということでございまして、収集方式・収集方法は当面現

行どおりとすると。現在、小林市では収集職員に関しましては、嘱託職員という

関係を持っています。野尻町さんの方では、完全に委託、収集車まで委託をされ

ているということで、収集方式・収集方法は現行どおりとし、合併後１年を目処

に調整するというふうに変更いたしております。 

 以上です。 

 次に、協定項目番号２５の１１番。農林水産関係についてを、産業建設部会か

ら説明してください。 

 失礼いたします。資料ページ、お手元の１９ページをご覧ください。中ほどに

なりますが、農林水産関係。農業関係についてということで書いてございます。

ここに書いておりますのは、市町の単独事業分でございますが、右側が前回でご

ざいますが、今回、新たに必要に応じて新たな単独事業の創設に努めるというも

のを挿入をさせていただいたところでございます。 

 農業関係は以上でございます。 

 ありがとうございました。続きまして、それでは、同じく２５の１２番であり

ますが、商工関係についてを産業建設部会から説明してください。 

 続きまして、２０ページ、下の方の段になります。商工・観光関係でございま

す。 

 まず、一つ目が商工業振興の中の企業誘致の関係でございますが、これにつき

ましては、いろいろ細かく書いておりましたが、奨励措置という文言で整理をさ

せていただいたということでございます。 

 続きまして、次のページをお開きください。上の方になりますが、（２）宮崎

フリーウェイ工業団地ということで、①から③までございますが、高原町が離脱

をいたしましたので、フリーウェイ工業団地に係る分は削除をさせていただいた

ということでございます。 

 それから、２２ページの下から３段目でございますが、商工観光の関係の、

「日本で最も美しい村」連合というのがございましたが、これにつきましても、

高原町の関連でございましたので、削除をさせていただいたということでござい

ます。 

 商工観光は以上でございます。 

 以上で、１６号関係につきましての説明は終わりましたが、失礼しました。

２５の１６番でありますが、水道関係が残っておりました。この２５の１６番の

水道関係について、産業建設部会から説明を願います。 

 水道関係でございますが、上水道事業でございますが、これにつきましては、

今回は小林市さんにしか上水道ございませんので、現状のまま新市に引き継ぐと

いうことで整理をさせていただいたということでございます。 

 以上でございます。 

 ありがとうございました。１６号につきまして、ずっと説明だけをしてまいり

ましたが、ご質問の向きもありましょうから、ここで１０分間、休憩をさせてい
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ただきます。 

午後２時３３分休憩～午後２時４３分再開 

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 協議第１６号につきましては、説明すべきところは説明をいたしましたけれど

も、項目が何項目かに分かれておりましたので、一括して説明をしましたが、何

かご質疑のあられる方はお出しください。どうぞ。楠元さん。 

 野尻の楠元フタミです。６ページの件でございますが、議会議員の次の農業委

員についてのお願いでございます。前回、１市２町の協議会での小委員会で一応

農業委員の定数についてお願いをいたしました。その確認事項でございますが、

現在の野尻町の農業委員の定数は一応１１名です。それぞれの担当区を設けてい

て、自分の担当区の業務を責任を持って行っております。合併では、在任特例適

用されることになりますと、選挙委員さんのみ６名が在任となります。今までの

約半分の定数になる訳です。そうなりますと、１人で２人分の担当区の業務を行

うことになります。 

 また、小林の委員さん方が、合併前に選挙が行われます。農業委員の任期は

３年となっておりますので、野尻の委員さん方は、次の選挙までに６名の委員さ

ん方が大変苦労されることと業務が停滞しないだろうかと心配しているところで

す。 

 これから先、住民の方々の大切な農地を守っていく責任ある農業委員の仕事で

あります。野尻の委員の定数について、専任委員の配慮など、ご検討くださるこ

とをお願いいたします。 

 以上です。 

 このことについて、説明してください。 

 それでは、担当分科会の会長さんお見えですので、ご回答をお願いします。 

 お答えをいたします。 

 専任委員は、農業委員会法で決まっていますので、それに基づいて処理をさせ

ていただきたいと思います。６名は地区の方がいらっしゃいますけど、あとの

３名については、合併後に、ご意見に沿うような形で検討をさせていただきたい

と思います。 

 専任委員の方が、６人いらっしゃる訳です。議会推薦が３人、農業委員会が

１人、共済組合１人、それと土地改良区、この方々が、合併しますと、それぞれ

のところで、それだけの人数が選ばれるということじゃなくて、新しく小林市の

中で、専任委員を選びますので、その段階で、野尻町さんの足りないところとい

いますか、そこのところ、できるだけカバーするような方向で調整はできないか

なということをこの間話し合ったところですが、できるだけそういうような配慮

は、お互いに農業が基幹産業ですから、してまいりたいというふうには思ってお

るところであります。 

 今のところ、これしか申し上げられませんが、そういうふうに考えておられる

ようです。 

 他にありませんか？──質問もないようでありますので、それでは、あります

か？どうぞ。福本さん。 

 野尻の福本ですが、保育料についてちょっと伺ってみたいと思うんですが、

１市２町の協議の中で、激変緩和という形で４段階までは激変緩和の範囲で、あ

とは範囲に入ってないということだったんですが、今回はそこはどうなったの

か、まず伺ってみたいと思います。 

 事務局、お願いします。 

 区分のことだと思いますが、全階層、激変緩和で対応するというふうに考えて

おります。 

 ありがとうございます。それと、今回、激変緩和を１年間延ばしていただいた

訳ですが、現在、小林市が２４.４％ぐらい、野尻町が３４.数％という形で、約
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１０％開きがある訳です。現在、県内を調べて見ますと、宮崎市が２９.１％、西

都市が２５.５％、小林市が３番目で２４.４％という形で、県内の市の中でも、

軽減率としては高い方なんですが、現在、野尻町と小林市の方を合算しますと、

大体２５.９％の軽減率になっているんです。その２５.９％というのを、維持で

きなかったのか。ちょっと伺ってみたいのですが。今の２４.４％の小林市のこの

軽減率に４年を目処に揃えるということになっているのですが、そこに至った経

緯を説明をお願いしたいのですが。 

 厚生部会。 

 お答えします。軽減率につきまして、小林市も、議員さんがおっしゃられると

おり、県内でも３番目ということでございまして、大分財政を圧迫しているとい

うことで、単独であれば、そろそろ保育料の値上げも考えているという時期でご

ざいましたので、今回、現状維持で野尻町さんが上がって、統一されるような段

階を踏むということで、軽減、激変緩和、その措置をとったということで、はっ

きり申し上げまして、保育料に関して、もうちょっと落としたらいいかというこ

とも財政は聞いておりますので、そういうことで、今回は野尻町と合うまでは、

法定的なものが上がらない限りは、うちの方は現状維持というふうに考えており

ます。 

 今回、この合併協議の中で、この軽減率というのが、前面に出てきて、この軽

減率、どのくらい軽減を受けているのかという、そのありがたさが、なかなかわ

かっていないのが現状であって、この合併協議の中で、これが出てきたというの

は、住民の皆さんからすれば、これだけ軽減をもらっていたんだというような形

でわかったんじゃないかなと思っているんです。 

 ただ、これから先、この新市の基本計画、その中身を見ますと、少子高齢化の

対策、人口をなるだけ減少するのを少なくせないかんとなった時には、この子育

て支援というのは、本当、大事なことだと思うんです。ただ、この軽減策の方法

とか、新市の中でどの方法がいいのか、もう１回検討し直して、この策というの

が、十分生かせるような、新市の中に生かせるような方法というのを検討してい

ただきたいと思います。 

 以上です。 

 ご意見ですね。いろいろ検討はしてまいったのでしょうから、一応今お示しし

ているようなことで、ご提案申し上げている訳ですけれども。松元さん。 

 １９ページの２５の１１の農林水産関係です。１番の農業関係について、必要

に応じて新たな単独事業の創設に努めると。こういう文言が加わっている訳です

けれども、幹事会、分科会では、どういう意見といいますか、議論がされたのか

を聞きたい。というのは、先ほど議長もおっしゃったように、お互いに野尻、小

林、共通する問題、農業、農林、農畜産林業です。ここがやっぱり振興を図らな

いと、１足す１が２では話にならない訳で、２が２.２とか２.３とか、そういう

力を発揮しないと、合併したという意味がないんだろうと思うんです。そういう

関係から、必要に応じて、新たな単独事業の創設というのは、どういう議論がさ

れたのか、お聞きをしたいなと思います。 

 お答えをさせていただきます。 

 これにつきましては、ここでは、協議会レベルでは単独事業しか挙がっており

ませんが、あと、別な現況調書の中に国庫事業、それから県単独事業というのも

挙がっている訳ですが、より積極的に国・県の事業を取り入れましょうと。農業

の生産性の向上、それから農家の経営的負担の軽減、それと新市の財政抑止、単

独でやるよりも、国でやれば、新市の補助は不要な訳です。単独でやるよりも、

県の事業を持ってくれば、市の財政負担は少なくて良い。農家の経済的負担は少

なくなる。そういう段階的なものがございまして、これまでは、合併後３年を目

処に統合するよう調整するという文言で終わっておりましたので、時代の流れと

ともに、新たなものが、またいろいろ必要になってくるかもしれないと。そうい
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う時には、新市の中で、積極的に農業振興を図りましょうという意味で、ここに

こういう文言を挿入をさせていただいたということでございます。 

 考え方としては、従前と全く変わっていないのですが、より皆様にご理解いた

だけるような形で表現を変えさせていただいたということで、ご理解を賜りたい

と思います。 

 以上です。 

 松元さん。 

 期待を申し上げますが、さっき言いました、合併の効果というのは、ご承知の

とおり、人件費の削減ですとか、それが一番主でしょう。これはもちろん、そう

しなくちゃいけないんでしょうけれども、市町村の境を取り払ったことによる新

たなものをどう創っていくのかというのを、極めて重要なところだと思っていま

す。 

 だから冒頭言いました、お互いに共通するのは農畜産林業です。ここのところ

に、もっともっと発展の方策をしっかり議論して欲しいなと、我々もまた機会が

あれば、本来、一般質問とか、そういうところで、積極的な方策を提案をしたり

とかということもしていきたいと思っていますけども、とりもなおさず、執行権

におかれては、なぜこの境目を取り外すことによって、こういう事業がより積極

的にやられるとか、そういうのをどんどん頑張っていただきたいなと、ご期待を

申し上げます。 

 ほかにありませんか？──ご質疑も尽きたようでありますので、それでは、お

諮りいたします。協議第１６号につきましては、協定番号の６番、議員の定数等

を除きまして、その他については、総体として原案のとおり確認することにご異

議ありませんか？ 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認めます。協議第１６号につきましては、以上のとおり確認をさ

せていただきます。持ち帰らせていただいた議案は別でございます。 

 それでは、次に、協議第１７号保健・医療関係（医療）についてを議題といた

します。 

 厚生部会より説明を願います。 

 ご説明を申し上げます。資料の８３ページをお開きください。 

 協議第１７号保健・医療関係（医療）について、合併協定項目第２５号「各種

事務事業の取扱い」のうち、「（９）保健・医療関係（医療）」について、別紙

のとおり提案する。 

 読み上げて、提案にかえさせていただきます。８４ページになります。 

 １．病院の名称等について、住民の健康増進と福祉充実のため、地域に密着し

た医療施設として位置づけ、小林市立市民病院、ただいま新たな名前を募集をし

ているところでございます。として、現行のまま新市に引き継ぐ。 

 ２．病院施設の改築状況について、小林市の計画を進め、現行のまま新市に引

き継ぐ。 

 ３．診療所について、西小林診療所、須木診療所、須木歯科診療所、内山僻地

診療所については、地域医療の確保のため、現行のまま新市に引き継ぐ。 

 以上のとおり提案いたします。以上です。 

 ありがとうございました。ただいま説明をいたしました協議第１７号につきま

して、何かご意見、ご質疑ありませんか？──ご意見、ご質疑もないようであり

ますので、お諮りいたしますが、協議第１７号保健・医療関係につきましては、

原案のとおり確認するにご異議ありませんか？ 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認めます。それでは、協議第１７号につきましては、原案のとお

り確認をさせていただきます。 

 次に、協議第１８号新市基本計画（素案）についてを議題といたします。 
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 企画財政部会の説明を願います。 

 それでは、協議第１８号新市基本計画について説明させていただきます。 

 資料につきましては、お手元に新市基本計画素案と、それから財政シミュレー

ションの関係資料、それから新市基本計画（素案）の修正箇所、これがお手元に

あろうかと思いますが、そちらの方をご覧いただきたいと思います。 

 基本計画の中身につきましては、企画分科会長と財政分科会長の方からポイン

トを絞って説明をさせたいと思いますが、私の方から、若干、全体的事項につい

て説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、今回のご提案申し上げます素案につきましては、前回の協議会で策定方

針等を提案させて、承認をいただいた訳ですが、それに基づいて策定をした訳で

ございますけれども、基本的には、１市２町の前回の協議会の新市基本計画を

ベースに作成をしているということでございます。前回、小委員会で７回ほど審

議をしていただきまして、そして第７回の協議会で確認をいただきました。そし

て、第９回の協議会を経まして、県協議結果を報告しております。 

 それと、前回スケジュール等で説明をさせていただきましたとおり、大変忙し

い日程でございましたので、県との協議を並行して実施をしてまいりました。協

議をご承認いただければ、県との正式協議に入りたいというふうに思っておりま

す。 

 それと、県との正式協議において、字句等、修正指示の可能性がある訳でござ

いますが、計画の内容そのものに影響が及ばないものでありますならば、協議を

入れずに、修正をさせていただきたいというふうに考えております。 

 それと、県との正式協議が終了した時点で、新市基本計画が決定ということに

なる手はずになっております。 

 それから、今日、議員定数の問題を協議をしていただいた訳ですが、結論が出

ておりません。持ち帰りということになった訳でございますが、この計画上、シ

ミュレーション上は、協議第１６号でありましたように、平成２２年度につきま

しては、定数特例、２９名、小林市が２４名、野尻町が５名、それから２３年度

以降は２６名というようなことで試算がされております。ですから、今回、第

３回で最終のものをさせていただく訳でございますが、それと実際の結果が異な

る場合が出てまいります。そういった場合に、大きく変更が出る結果が出た場合

におきましては、当然修正を加えなければならない訳でございますが、そういっ

たものについても、また再度協議をしていただくという場が、なかなかスケジ

ュール等ございませんので、その部分については、当局の方で、もし大きな修正

が出てくるのであれば、変更させていただくというご承認をご理解をいただきた

いというふうに思っております。 

 それと、新市基本計画の概要版でございますが、これも作成をしたいと思って

おりますけれども、これにつきましても、今の時点での案ということで、ご提示

をさせていただきたいと思います。 

 それでは、中身について、説明をさせていただきたいと思います。 

 計画の素案の説明をさせていただく前に、本日、新市基本計画素案の修正箇所

という３枚をクリップでとめてある資料が配付されていると思うんですが、こち

らの方については、本日初めてご提案するんですが、事務のスケジュール上、県

との協議も進めておりまして、その際に、こう修正した方がいいというような意

見をいただいていまして、ここにある修正については、その内容を変更するもの

ではありませんで、文言の表現を変えたという程度のものでございますので、計

画の趣旨を変えるものではございませんので、こちらについては、ご確認いただ

いて、２ページほどになりますけれども、差しかえをお願いしたいと思います。

内容の説明の方は省かせていただきます。 

 それでは、計画素案の方をお開きいただきたいのですが、まず、開けていただ

いて、目次をご覧いただきますと、計画がどのように構成されているかというこ
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とで、序章から第９章まで、財政計画までございます。 

 この中では、一番最初に、前回確認をいただいています策定方針がございまし

て、それから合併の必要性が４点ほどまとめられています。そして、本地域の現

状と課題、それぞれの地域別の現状と課題がございまして、あと、主要指標とし

て、人口、世帯の見込み、就業構造の見込み、柱となりますまちづくりの基本方

針、ここには基本理念、都市像、そして基本方針というふうにまとまっておりま

す。 

 以降、土地利用、そしてこの基本方針に基づく主要施策が６点と、もう一つ、

戦略プロジェクトなんですけれども、県事業の推進と公共施設の統合整備、基本

的な考え方というようなことで、最後に財政計画、このような構成になっており

まして、これを申し上げるのは、本日、随分はし折って説明をしますので、計画

全体がどのようになっているのかを先にご確認いただければということで説明を

させていただきます。 

 あとは飛ばしていただきますけれども、まず、４ページの方から、序章を飛ば

して、第１章に入りますけれども、合併の必要性が４点まとめられております。 

 先ほども議論がありましたけれども、この四角い枠の中に、最後の段に若者流

出・人口減少に歯どめをかける必要があると。合併して、いろんな農業技術の問

題であったり、観光資源の共有化、付加価値化を図るというようなことから、お

互いのいい部分を出し合って、こういうものに歯どめをかけるというのが一つ。 

 次の５ページの方ですけれども、少子高齢化が進行してまいりますので、それ

に対して、合併しますと、職員数が一時的にゆとりが出てまいりますので、そこ

の効果的な、今まで足りない部分に、専門的に人を配置したりすることによっ

て、少子高齢化、情報化などの高度多様化する行政需要に対応していくというよ

うなことが１点。 

 それから、次のページですけれども、ここでは財政基盤を強化ということ。そ

れと同時に、これも本日出ていましたが、住民参画のまちづくり、また住民と行

政の協働、そこあたりについて、地方分権の推進に対応していく必要があるとい

うこと。 

 それから、４つ目ですけれども、合併することによって、生活圏も経済圏も一

緒でございますので、さらに効率的なまちづくりに取り組んでいく必要があると

いうようなことが、こちらの方には書いてあります。 

 次、１１ページからになるんですが、これは第２章なんですけれども、こちら

では、まず、面積とかがどうなるのかということで、面積については、

５６３.０９平方キロなんですけれども、これは県下では４番目、県内で４番目に

なります。人口の方になると６番目なんですけれども、面積的には４番目に広い

自治体になるというようなことでございまして、この１２ページの方には、今ま

でどういうまちづくりをしてきたかということが書いてありまして、小林市で

は、この計画自体が、小林市の総合計画が基本になっておりますので、これに

１２ページの下の段、野尻町のことが書いてありますが、農業と観光のまちづく

りを進めていますということで、農業面では、畜産、それから施設園芸、特にメ

ロンとかマンゴー、そういうような取り組み、そして観光では、小林市にない道

の駅があったりもしますので、そして若者定住対策として、大規模の宅地分譲を

今進められていますけれども、そのような部分について、計画全体に溶け込まし

ているというふうにご理解いただければと思います。 

 それから、ちょっと飛ばさせていただいて、２４ページをお開きいただきたい

のですが、こちらでは、第２章になるんですが、住民のニーズと期待ということ

で、このページがまとめられておりますけれども、ここの最初に３行目に書いて

ありますが、アンケート調査を実施することができませんでした。ですから、さ

きに２０年５月に実施しました小林市・高原町・野尻町の合併協議会のアンケー

ト調査結果を参考に、どういうことを住民の皆さんが期待されたり、不安に思っ
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ていらっしゃるかというのをまとめております。枠組みこそ変わりましたけれど

も、こういうものについては、合併に対して共通するものでございましたので、

アンケートは実施しませんでしたけれども、このようなまとめ方をさせていただ

いたということです。 

 １つ目の丸には、行政運営の効率化といいますか、経費の削減、２つ目には

サービスが低下しないように努めてほしいということ。それから４つ目になりま

すけれども、中心部だけが発展し、周辺部が取り残されない。一番最後の丸です

けれども、先ほどもこれもありましたけれども、子育て支援の充実とか、若者の

ニーズに即した施策展開で、若者定住を図るというようなことが、第６章で出て

くるそれぞれの方針の重点プロジェクトにつながっているということでございま

す。 

 それから、２９ページの方になりますけれども、第３章になるんですが、こち

らでは、主要指標の見通しを示しております。 

 下の方に表がございますけれども、総人口は、１７年の国勢調査で、４万

９,８２０人でありました。これが３１年には４万４,０００人に減っていくだろ

うという見込み、これは推計から基づいてここにお示ししているんですけれど

も、どうしても人口は過去の国勢調査の結果から、この程度になっていくと。で

すから、４万４,０００人を目指すというとこではなくて、過去の傾向からこうな

っていくということから、若者定住とか、少子打開策とか、そういうものが重要

になってくるということでございます。 

 続きまして、３２ページになりますけれども、ここから計画の根幹にかかわる

部分でございますが、基本理念として、今の小林市の基本理念である「人々の知

恵と融和で築くまちづくり」ということで、これも新たに合併しましても、人々

の知恵というのは、当然変わらない訳で、融和という、一つの合併をテーマとし

た部分でも、こういう皆さんの知恵で、新しいまちを築いていく必要があるとい

うことで、このまま載せてあります。 

 それから、３４ページですけれども、こちらでは、どういう将来都市像を描く

のかということで、真ん中に「霧島の麓に人・産業・歴史・自然が息吹き元気あ

ふれる交流都市 小林市」ということで、これも小林市の総合計画のまま載せて

あります。 

 ４７ページの方に飛びますけれども、第６章では、個別具体的に、どのような

施策を進めていくのかということで、こちらの方の４７ページに、６本のまちづ

くりの柱がございますけれども、それぞれにどういう施策が体系としてぶら下が

っているのかというのをお示ししているところであります。 

 この６つでいきますと、１つ目が、安心・安全をテーマにした防災とか交通安

全とか、そのようなもの、それから２つ目が、生涯現役のまちですけれども、主

に保健、医療、福祉関連、そして３つ目が、産業を基盤とした産業交流のまちと

いうことで、農林水産業、商工業、そして雇用の対策というようなこと、それか

ら４点目に学習文化のまちということで、教育関連をまとめております。そして

５つ目が生活優先ということで、道路とか情報化とか、そのような基盤整備につ

いて、そして６点目が参画協働のまちということで、市民参画・協働の推進、そ

れから行政改革、そこあたりについてまとめてあります。 

 この内容については、それぞれご確認をいただくということで、８６ページ

に、第６章の７つ目としまして、一体どういうところに今後力を特に入れていく

のかということをまとめております。 

 ここの本文の４行目を見ていただきますと、限られた経営資源、これは財源と

か時間、それから人材、職員等もそうなんですけれども、そういうものを選択と

集中によって、ニーズに的確に応えていくと、これが今求められておりますの

で、そういう部分の趣旨から、以下４つのテーマについて、重点プロジェクトと

いうことで、今既に小林市の方では、この具現化を図るために、プロジェクト
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チームも編成しまして、報告書が取りまとまっているということでございます。 

 先ほどの住民ニーズのところの最後にありましたように、この４つの部分が住

民の方々も非常に望んでいらっしゃるということでございます。 

 以降、９１ページ、９２ページには、県の事業がどのように推進されるのかと

いうことで、宮崎県の事業について、いくつか事業名が出ております。包括した

ような事業名になっておりますけれども、実際は、例えば国・県道であっても、

１本、１本、道路の事業はあるんですが、このような表現でまとめさせていただ

いているということでございます。 

 そして、第８章ですけれども、公共施設の統合整備の基本的な考え方というこ

とで、より効率よく配置するということは、当然のことなんですけれども、一番

最後に、本庁舎についてはということですから、小林市役所の本庁のことなんで

すけれども、これについては、改築が急がれておりますので、この点について、

住民の理解を得ながら、計画的に整備を進めますという表現をしております。で

すから、庁舎の改築をするとなると、合併をして、新しい庁舎ということで、い

ろいろ住民の批判を受けたりということも、全国的には、いろいろ例がございま

す。ただ、改築が必要でありますので、その時に、どうしたら住民の理解が得ら

れるのかということを念頭に置きながら、このようなことも進めていくというこ

とで表記をさせていただいています。 

 ９章については、担当の山口の方から説明いたします。 

 それでは、第９章の財政計画について、引き続き説明させていただきます。 

 財政計画につきましても、前回、１市２町で作成したものを基本に、作成し直

したのでありますが、１市２町と違いまして、１市１町ということで、全体的な

金額が当然落ちております。それと、積算方法等で大きく変わった部分が若干あ

りますので、その部分を中心に説明をさせていただきます。 

 第９章と、それに続きますシミュレーション関係、資料としてついています

が、Ａ３の横になっているものについて、順序よく説明したいと思います。 

 それではまず、第９章の９３ページをお開きください。 

 第９章の財政計画については、策定の趣旨、策定期間、策定方法については、

前回のものと同じであります。大きく変わった部分については、めくっていただ

いて、９５ページの真ん中あたりになりますが、合併に関する財政支援の部分が

変わってきました。（２）合併直後の臨時的経費に係る財政措置ということで、

これは合併後の普通交付税の算入額でありますが、２行目の５年間で約３億

５００万円が交付されますというところが、前回は４億６,０００万円でしたの

で、１億５,５００万円の落ち込みということになります。 

 同じページの一番下になりますが、（４）県の財政支援措置、これについて

は、２億円が交付ということで前回３億が１億の減の交付ということになりま

す。 

 隣の９６ページですが、合併による経費の削減効果ということで、経費削減効

果は、もちろん１市１町ということで、スケールメリットはききません。したが

って、ここについては若干修正が出てきております。 

 （１）の人件費ですが、人件費の２段落目、人件費全体の削減額は、１０年間

累計で約３４億円の削減となりますということで、前回は６５億円でした。とい

うのは、前回は２分の１採用ということで、１０年間いくということでしたが、

１市１町の場合は、そこまで職員を削減することができません。したがって、

３分の２採用ということで、職員数を減らしていきますので、削減効果額が落ち

たということになります。 

 （２）物件費ですが、これについては、物件費の削減効果として、毎年度２％

減を見込んでおります。約２５億円の削減となりますというふうに書いておりま

す。ここが前回は２６億円の削減効果ということで、約１億円ほど減るというふ

うに見込みを立てております。 
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 補助費等の減額効果ですが、ここの２行目、平成２２年から２６年度まで、

５年間ですが、２％の減額、後半の５年間については、１％の減額を見込みまし

た。累計で約８億円の削減効果が出るというふうに見込んでおります。 

 ここについては、前回４億円でしたので、約４億円のさらなる削減が求められ

るということになってきております。 

 以上、踏まえて、財政計画表としてまとめたものが、次ページの９７ページ、

歳入歳出の計画表ということになります。 

 見ていただければわかりますが、平成２２年から３１年度まで、２２年の歳入

歳出、この金額が２２,２１２ということで、２２２億１,２００万円が、歳入歳

出の金額、ずっと行きまして、平成３１年度になりますと、歳入歳出１９４億

７,８００万円ということで、緩やかに財政規模は減少するというふうに推計を立

てております。 

 以上が、第９章でありまして、この第９章をつくりましたもととなった資料と

して、添付してあります、横になりますが、Ａ３の横、小林市（新市）財政シミ

ュレーションというのをお開きください。このＡ３の横を開きますと、１ページ

目に推計の方法、２ページに、これは１,０００円単位の推計の元表であります

が、大きく変わった部分について説明しますと、１ページの歳入の一番下になり

ますが、地方債、これについては、一番下の行になりますが、通常債を２２から

２３年度が９億円、２４年から２５年度が７億円、２６から３１年が５億円とい

うことで、通常債を約６２億円見込んでおります。１０年間で。もちろん、推計

の方法を変えておりませんので、投資余力がどれぐらい出るかから、通常債を起

債するという方法をとっておりますので、当然ここが投資余力が出ませんので、

前回より、前回、約通常債１０５億見込んでおりましたが、６２億程度の通常債

になるのではないかというふうに見込みを立てております。 

 同じく１ページ目の歳出ですが、歳出の上の方、人件費、うち職員給、先ほど

説明しましたが、退職者の３分の２を採用するというふうに見込みを立てており

ます。前回は２分１採用というふうに見込みを立てておりました。 

 ２ページ目になりますが、歳入の推計表になりますが、２０年度から始まって

おりまして、計画としては、平成２２年から３１年の数字をとっております。 

 この中で、平成２２年のずっと一番下になりますが、歳入歳出、枠外の歳入合

計引く歳出合計、２２年度でいいますと、１０４,０２２、約１億４００万円です

が、これが単純な歳入歳出の黒字ということになります。差し引き。ここをずっ

と見ていきますと、右の方に行きまして、右端が平成３１年度、枠外、三角の

４１７,１０８ということで、４億１,７００万の赤字ということになります。 

 しかしながら、１０年間の計画ですので、これを全部足しますと、右下の括弧

書きで囲ってありますが、Ｈ２２から３１年度の計が６３,２７０千円、

６,３００万円の黒字ですよというふうに計画を立てております。これも以前と方

法としては同じ方法をとっております。 

 めくっていただいて、４ページですが、４ページの下の方ですが、それぞれ人

件費、物件費、補助費の右にずっと見ていただいて、括弧書きで囲ってあります

が、３,４１８、２,４７３、８０４というのが、それぞれ効果額、１０年間の累

積の効果額というふうになっております。 

 さらにめくっていただいて。５ページ目と６ページ目ですが、これについて

は、以前と同じように、投資余力の推計パターンということで、投資をとらない

パターンを比較のために作成しております。 

 ５ページ目が歳入歳出の推計の方法、６ページ目がその投資余力がどれぐらい

出るかというふうに積算したものでありまして、右の一番下、括弧書きになりま

すが、投資余力の計が６,８３８,９２３ということで、６８億３,８９２万

３,０００円が合併した場合の投資余力の合計、１０年間の合計ということになり

ます。 



- 20 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

会長 

 

 これと対比させるべき表が、もう一つ、２市町の非合併財政シミュレーション

というふうにありますが、これをめくっていただいて、同じく２ページ目の右

下、これは合併しない場合の投資余力の合計ということで、投資余力の合計が

４,８６４,８０７千円ということで、４８億６,４００万が投資余力の非合併の場

合の合計、先ほどの合併した場合と比較しますと、合併した場合が

６,８３８,９２３ですので、その差が１,９７４,１１６、１９億７,４００万程度

が、合併した方が投資余力が出るというふうになります。 

 その後ろについています小林市財政シミュレーションと、野尻町の財政シミュ

レーション、Ａ３の横の資料については、これについても、前回と同じように、

非合併の場合のそれぞれの小林、野尻の分の資料、これを足したものが、先ほど

の非合併のシミュレーションということになります。 

 最後に縦書きになりますが、小林市・野尻町合併に関する財政シミュレーショ

ンということで、Ａ４の縦書きの資料がついていると思いますが、こちらを見て

いただくと、これについても、前回と同じように作っております。合併した場

合、しない場合の条件を１冊にまとめて見やすくしたものが、このＡ４の資料に

なります。小林市・野尻町合併に関する財政シミュレーションという縦書きの資

料になりますが、めくっていただいて、よろしいでしょうか、資料は小林市・野

尻町合併に関する財政シミュレーション、下の方に小林市・野尻町合併協議会、

Ａ４の縦の資料です。よろしいでしょうか。この資料も前回と同じようにつくり

ました。見方としては、前回と同じふうに見ていただければいいんですが、めく

っていただいて、３ページ目と４ページ目に、それぞれした場合と、合併しなか

った場合の条件をそれぞれ並べて、比較できるように書いております。 

 ５ページ目を見ていただいて、真ん中のちょうど四角になりますが、投資余力

の累計ということで、非合併と合併した場合の計、非合併の場合が４,８６５、合

併した場合が、合計のところが６,８３９ということで、４８億６,５００万、合

併の場合が６８億３,９００万ということで、その差１９億７,４００万が、合併

した場合の投資余力が出ますよという表になっております。 

 同じようにめくっていただいて、７ページ、８ページもそれぞれ削減効果、先

ほど説明しました人件費、物件費、補助費の計算、そして８ページ目が合併によ

る歳入面の加算効果の額、そして９ページ目に、一番最後ですが、投資的経費の

推移ということで、投資的経費はどれぐらい取れますよというのが、最終的に計

算した表が、この表になります。 

 投資的経費の累計、括弧書きの中ですが、１０年間累計で２１,３７０、

２１３億７,０００万円が、１０年間トータルで、投資的経費として取れますよと

いうことになっております。これは１市２町の場合が３１,２０７、３１２億

７００万ぐらいでしたので、約９８億ぐらいが減るというふうな計算になってお

ります。 

 以上です。 

 １８号につきまして、協議第１８号につきましては、説明は終わりましたが、

約１時間近くかけておりますので、１０分ほど休憩をいたしたいと思います。

４０分から始めます。 

午後３時３１分休憩～午後３時３８分再開 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ただいまご説明いたしました協議第１８号新市基本計画素案について、何かお

聞きになりたいことはありませんか。よろしいですか。ありませんか。──ご意

見、ご質疑もないようでありますので、お諮りいたしますが、協議第１８号新市

基本計画素案については、これを原案のとおり確認するにご異議ありませんか？ 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 ご異議なしと認めます。それでは、協議第１８号につきましては、原案のとお

り確認をさせていただきます。 
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 以上で、協議事項としては、３つの１６号、１７号、１８号、すべて終わりま

したが、続きまして、確認事項について、事務局から説明をさせていただきま

す。事務局長。 

 協議会資料の８６ページをお開きください。今後のスケジュールということで

ご確認願います。第３回小林市・野尻町合併協議会開催、平成２１年１月８日、

木曜日、午後１時３０分より、小林市中央公民館大ホール、小林市・野尻町合併

協議会合併協定書調印式、平成２１年１月２１日、水曜日、午後２時半より、小

林市文化会館小ホール、第４回小林市・野尻町合併協議会開催、平成２１年３月

２６日、木曜日、午後１時３０分より、野尻町農村環境改善センターホール、以

上３点のスケジュールをご確認願います。 

 以上です。 

 事務局より申し上げましたが、確認事項については、以上のとおりでありま

す。ご理解賜りたいと思います。調印式に知事のご出席をお願いをしておる訳で

すが、今のところ、２時半でないと、知事は時間が取れないということのようで

ありますので、普通なら１時半なんですが、２時半で調印の時は時間が１時間ず

れるということを頭に置いていただきたいと思います。 

 以上で、本日お諮りすべき案件につきましては、すべて終了いたしました。一

部次回までの継続議案の案件もありますが、長時間にわたりまして、慎重にご審

議いただきました。まことにありがとうございました。 

 それでは、これで私の議長としての務めを終わらせていただきます。あとは事

務局より進行をお願いします。 

 それでは、堀会長、どうもありがとうございました。委員の皆さん、長時間に

わたりお疲れさまでございました。以上をもちまして、第２回協議会のすべてを

終了いたします。なお、お帰りの際は、皆さんに名札が配られているかと思いま

すが、事務局の方でお預かりをしたいと思いますので、その場に置いてお帰りい

ただきたいと思います。 

 また、傍聴の皆様は、出入り口付近に傍聴証の回収箱を用意しておりますの

で、そちらにご返却くださいますようお願いいたします。お帰りの際は、交通事

故等に気をつけてお帰りください。 

 それでは、本日はお疲れさまでございました。 

午後３時４３分閉会 

 




